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町
県
民
税
の
し
く
み
が
変
わ
り
ま
し
た

身
近
で
よ
り
よ
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
、

国（
所
得
税
）か
ら
地
方（
住
民
税
）へ
の

「
税
源
移
譲
」が
始
ま
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
伴
い
、
市
区
町
村
へ
の
申
告
に
よ
り
、

町
県
民
税
が
減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
方
は
、
申
告
を
お
忘
れ
な
く
!!

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
を

引
き
き
れ
な
か
っ
た
方

　

税
源
移
譲
に
よ
り
、
所
得
税
が
減
額
と

な
り
、
控
除
で
き
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額

が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
平
成
18
年
末

ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
を
受
け
て
い
る
方
で
、
所
得
税
か
ら

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る
場
合
は
、

20
年
度
の
町
県
民
税（
所
得
割
）か
ら
控
除

で
き
ま
す
。

対
象
者

平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
、
所
得
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る
方

申
告
期
限

平
成
20
年
３
月
17
日
ま
で

申
告
書（
注
）提
出
先
等

○
確
定
申
告
さ
れ
る
方

所
得
税
の
確
定
申
告
時
に
申
告
書
を
提
出

○
確
定
申
告
さ
れ
な
い
方

平
成
19
年
分
源
泉
徴
収
票
と
申
告
書
を
町

税
務
課
へ
提
出

注
…
申
告
書（
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
申
告
書
）は
12
月
下
旬
頃
ま
で
に
税

務
課
で
用
意
し
ま
す
。（
対
象
に
な
る
、

な
ら
な
い
を
問
わ
ず
、
所
得
税
の
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
を
さ
れ
た
方
へ
説
明
文
を

送
付
す
る
予
定
で
す
が
、
確
定
申
告
の

有
無
が
不
明
な
た
め
ご
自
身
で
取
り
に

来
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

※
平
成
20
年
以
降
、
町
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー

ン
控
除
の
適
用
を
受
け
る
に
は
毎
年
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

モデルケース説明 （所得税と町県民税合わせて30万円納める方で、ローン控除15万円がある場合）
①従来の税率から税源移譲により所得税と町県民税の税率が変更されました。
②今までは、所得税のみ住宅ローン控除が適用され、このケースは所得税からローン控除を引ききれていまし
たが、税源移譲後、所得税の税率が変更され、所得税10万円からローン控除15万円を差し引くと５万円分
引ききれなくなります。
③引ききれなかった5万円を20年度の町県民税（所得割部分）から申告により減額し、税負担の影響を最小限
に抑えることになりました。
※住宅ローン控除が所得税部分で引ききれた方は、影響がありませんので申告の必要はありません。

税源移譲前

① ② ③

町県民税
10万円

所得税額
20万円

町県民税
10万円

所得税
5万円

住宅ローン
控　除
15万円

税源移譲後

ー ＝ ー ＝

① ② ③

所得税額
10万円

町県民税
15万円

住宅ローン
控　除
10万円

引ききれ
なかった
5万円

町県民税
20万円

所得税から引きき
れなかった5万円分
を、平成20年度町
県民税20万円から
5万円を減額し、15
万円とします。
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モデルケース説明 18年（度）までは、税源移譲前なので従前の税率により計算
ケース① （申告等は不要になります）
平成19年中所得が18年と同等程度ある方は、所得税が減税され、町県民税がその分増額になります。（所得税と町県
民税の合算額が同程度になりますので、申告の必要はありません）
ケース② （申告をすると増額相当額が還付になります）※注
平成18年中に所得があった方で、平成19年所得がなくなった方や所得税が課税されない程度になった方は、所得税が
０円になりますので、所得税の軽減の恩恵を受けれず、町県民税のみ増額となります。この方は、19年度町県民税はいっ
たん納めてもらい申告により平成20年８月以降に増額相当分を還付いたします。

平成18年（度） 平成19年（度）
ケース①

町県民税
5万円

所得税額
10万円

町県民税
10万円

所得税額
5万円

ケース②

町県民税
10万円

所得税額
非 課 税
（0円）19年中の所得に対して課税

18年中の所得に対して課税

税源移譲により増額となった
町県民税部分

（減税となった所得税額）

所得変動がなかった場合 所得変動があった場合

申告により、増額相
当分を還付（5万円）

　

税
源
移
譲
に
よ
り
所
得
税
の
軽
減
を
受

け
ず
、
町
県
民
税
の
増
加
の
影
響
の
み
受

け
る
方
に
つ
い
て
は
、
既
に
納
付
済
み
の

平
成
19
年
度
分
の
町
県
民
税
か
ら
税
源
移

譲
に
よ
り
増
額
と
な
っ
た
相
当
額
を
平
成

20
年
８
月
以
降（
予
定
）に
還
付
し
ま
す
。

対
象
者

主
に
18
年
分
所
得
が
あ
り
、
19
年
分
所
得

が
な
い
方
。（
19
年
中
所
得
に
対
す
る
所

得
税
が
課
さ
れ
な
く
な
っ
た
方
）

※
寄
付
金
控
除
や
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
よ

り
取
得
税
０
円
と
な
る
方
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
19
年
中
に
死
亡
さ

れ
た
方
や
海
外
出
向
等
に
よ
り
所
得
の

な
い
方
も
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

申
告
期
間

平
成
20
年
７
月
１
日
〜
７
月
31
日
ま
で

申
告
書
提
出
先
等

平
成

4

4

94 1
年4

１4

月4

１4

日4

現
在
で
住
民
票
が

あ
っ
た
市
区
町
村
へ
提
出
。（
転
出
入
さ

れ
た
方
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
）

申
告
書（
町
県
民
税
減
額
申
告
書
）は
、
20

年
６
月
頃
に
対
象
者
に
郵
送
す
る
予
定
で

す
。
税
務
課
窓
口
に
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

従
来
の
損
害
保
険
料
控
除
が
見
直
さ
れ
、

地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
地

震
保
険
料
等
の
支
払
額
の
２
分
の
１（
上

限
２
万
５
千
円
）が
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
平
成
18
年
12
月
31
日
ま
で
に
締
結

し
た
長
期
損
害
保
険
契
約
等
に
つ
い
て
は
、

従
前
の
損
害
保
険
料
控
除（
上
限
１
万
円
）

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
短
期
損
害
保
険
料
控
除
は
廃
止

　

な
お
、
地
震
保
険
料
控
除
と
長
期
損
害

保
険
料
控
除
の
両
方
を
適
用
す
る
場
合
は
、

控
除
額
の
上
限
は
２
万
５
千
円
に
な
り
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

役
場
税
務
課
課
税
係

（
32
）３
１
１
１（
内
線
49
）

地
震
保
険
料
控
除

の
創
設

平
成
19
年
に
所
得
が
減
っ
て
所
得
税
が

課
さ
れ
な
く
な
っ
た
方


